
国
民
年
金

国
民
年
金

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
の
国
民
み
ん
な
が
加
入
す
る

大
切
な
制
度
で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
国
民
年
金
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
年
４
回
に
分
け
て
、

し
く
み
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

相談・問い合わせ 住民課 町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり内）　☎26-7871
日本年金機構苫小牧年金事務所　☎0144-36-6135

KOKUMIN NENKIN

令和５年度の国民年金保険料

月額16,520円 
納付は口座振替が便利です。また、前納すると割引が
あります。詳しくは、住民課町民生活グループ（総合
ケアセンターゆくり内）まで。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
、
国

民
年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
た
め

に
控
除
証
明
書
を
お
使
い
く
だ
さ

い
。今

年
１
月
１
日
か
ら
10
月
２
日

ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
10
月
26
日

か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
順
次
控

除
証
明
書
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
10
月
３
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
間
に
、
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

来
年
２
月
上
旬
に
控
除
証
明
書
を

発
送
す
る
予
定
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ

り
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
て
の
納
付
、
便
利
で
お
得
な
口
座

振
替
も
あ
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て

い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、
電
話
・

文
書
・
訪
問
に
よ
り
早
期
に
納
め
て

い
た
だ
く
よ
う
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、
強
制

徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
督
促
を
行

い
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納
付

が
な
い
場
合
は
、
延
滞
金
が
課
さ
れ

る
だ
け
で
は
な
く
、
納
付
義
務
の
あ

る
方
の
財
産
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
が
免

除
・
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、
住
民
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
の
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は

納
付
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う

〔控除証明書に関する問い合わせ〕
苫小牧年金事務所☎0144-36-6135
ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004
（固定電話以外からの場合：03-6630-2525）

控
除
証
明
書
を
な
く
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す
が
、
再
発
行
で
き

ま
す
か
？

再
発
行
は
可
能
で
す
。
紛
失

な
ど
に
よ
り
再
発
行
が
必
要
な

場
合
は
、「
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ

イ
ヤ
ル
」
ま
た
は
「
苫
小
牧
年

金
事
務
所
」
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

再
発
行
の
手
続
き
の
際
に
は
、

年
金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の
を
お
手
元
に
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

の
Ｉ
Ｄ
を
取
得
し
て
い
る
方
は
、

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
か
ら
い
つ

で
も
再
発
行
の
申
請
が
で
き
ま

す
。

控
除
証
明
書
が
届
き
ま
せ
ん

今
年
中
（
１
月
１
日
か
ら
10

月
２
日
ま
で
）
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
て
い
る
の
に
控
除

証
明
書
が
届
い
て
い
な
い
方
は
、

「
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」

ま
た
は
「
苫
小
牧
年
金
事
務
所
」

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
10
月
３
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
令
和

５
年
中
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
ら
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、

令
和
６
年
２
月
上
旬
に
控
除
証

明
書
を
お
送
り
す
る
予
定
で
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

家
族（
大
学
生
の
子
ど
も
な
ど
）

の
国
民
年
金
保
険
料
を
私（
親
）

が
納
め
て
い
ま
す
。

ご
自
身
の
社
会
保
険
料
と
合

わ
せ
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

配
偶
者
や
ご
家
族
の
負
担
す

べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

た
と
き
は
、
納
め
た
方
が
そ
の

保
険
料
を
申
告
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

令
和
５
年
に
13
月
以
上
の
国
民

年
金
保
険
料
を
前
納
し
た
場
合

の
保
険
料
控
除
は
ど
の
よ
う
に

申
告
す
る
の
？

13
月
以
上
の
前
納
に
よ
り
納

め
た
国
民
年
金
保
険
料
を
所
得

よ
り
控
除
す
る
場
合
は
、
以
下

の
方
法
の
い
ず
れ
か
１
つ
を
選

択
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
全
額
納
め
た
年
に
控
除
す
る

日
本
年
金
機
構
よ
り
送
付
さ

れ
た
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
下

部
の
３
年
分
３
枚
の
証
明
書
は
、

切
り
離
さ
ず
添
付
し
て
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。
申
告
額
は
納
付

済
額
と
な
り
ま
す
。

②
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す

る
額
を
複
数
年
に
控
除
す
る
（
複

数
年
に
分
け
て
申
告
す
る
）

日
本
年
金
機
構
よ
り
送
付
さ

れ
た
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
下

部
の
３
年
分
３
枚
の
証
明
書
の

う
ち
、
令
和
５
年
分
の
１
枚
を

切
り
離
し
て
申
告
に
ご
使
用
く

だ
さ
い
。

残
り
の
２
枚
の
証
明
書
は
、
令

和
６
年
、
令
和
７
年
の
申
告
時
に

使
用
し
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
分
割
し
て
申
告
を
ご
希

望
の
場
合
、
３
年
分
を
３
回
に
分

け
て
申
告
い
た
だ
き
、
分
割
を
申

告
し
た
翌
年
に
残
り
の
分
を
ま
と

め
て
申
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

【例】 口座振替で24カ月分（令和５年４月分～令和７年３月分）38万5,900円を
前納した場合

※上記の例の場合、令和５年に分割して申告し、残りの分（15カ月）をまとめて令和５
年に申告することはできません。令和５年、令和６年、令和７年の３年に分けての申告
が必要です。

申告年 申告対象期間・申告額
①令和５年 令和５年４月～令和５年12月（９カ月分）

38万5,900円×（9カ月／24カ月）＝14万4,713円
②令和６年 令和６年１月～令和６年12月（12カ月分）

38万5,900円×（12カ月／24カ月）＝19万2,950円
③令和７年 令和７年１月～令和７年３月（３カ月分）

38万5,900円－①－②＝4万8,237円

①まとめて申告する

令和５年

②複数年に分けて申告する

令和６年令和５年

×残りを令和６年にまとめることはできません

令和７年

令和５年12月号令和５年12月号 2023年12月号2023年12月号11 10


